
北部地域産業振興施設等検討委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 北部地域振興交流拠点のうち産業振興施設等について検討するため、北部地

域産業振興施設等検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(検討事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

 (1) 北部地域振興交流拠点に設置する産業振興施設に関すること。 

 (2) 当該施設において実施する産業振興施策に関すること。 

 (3) その他、産業振興施設及び産業振興施策の提案に際して必要な事項に関する

こと。 

（構成） 

第３条 委員会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見及び

説明を聞くことができる。 

３ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円

滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、非公開とすることができ

る。 

４ 委員長が委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は災害その他やむ

を得ない理由により会議の開催ができないと認めるときは、委員に書面又は電磁的

記録を送付し意見を聴取することをもって委員会に代えることができる。 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、埼玉県産業労働部に置く。 

２ 事務局は、委員長の命を受けて、委員会の各種事務を処理する。 

（設置期間） 

第７条 委員会の設置期間は、本要綱施行日から令和６年３月３１日までとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長

が別に定める。 



 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１０月２６日から施行する。 
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